
 

 
首都高速道路の距離別料金案の公表について 

～ 利用者の意見募集を開始します ～ 
 
首都高速道路の料金については、現在均一料金制ですが、平成２０年度の距離別

料金制移行に向け、検討が進められています。 
このたび、首都高速道路株式会社は、平成１９年９月２０日に「距離別料金の意

見募集案」（以下、「意見募集案」という。）を公表し、利用者等から幅広く意見を伺

うとしておりますので、ご報告いたします。 
今後は、利用者等の意見による修正を加え、国土交通大臣の許可を受けることに

なりますが、その前に本来道路管理者の同意が必要となります。また、同意には事

前に市会の議決が必要とされています。 
 

道路・安全管理委員会  
平成１９年９月２６日  
道    路   局

資 料 ５ 

１ 意見募集案の概要 

（１）国土交通大臣からの事業許可（平成１８年３月）に記載された「210（円）＋

31（円/キロ）×利用距離（キロ）」をベースにして作成。 
（２）大きな制度変更に伴う激変を緩和する観点を取り入れ、料金圏を存続し、以

下の料金を設定。 
  （東京線） 初乗り４００円 ―  最大１２００円 
  （神奈川線）初乗り４００円 ― 最大１１００円  

（３）高速道路ネットワークの有効活用のため、高速自動車国道等の連続利用割引

などの割引を行う。 
（４）ＥＴＣ未搭載車については、距離別料金を適用できる補完システムの用意を

検討。 
 
２ 意見募集案に対する本市の考え方 

以下の点について、首都高速道路株式会社や国へ働きかけてまいります。 
（１）高速道路利用を促進し、物流の効率化や環境面の向上のため、長距離利用者

や大型車の負担をより一層軽減する料金体系とすること。 
（２）また、環境負荷軽減や安全性向上に寄与するよう一般道路から高速道路への

利用転換を促進すべきであり、特に短距離利用者の利用を増やすために下限料

金を更に引き下げること。 
（３）運営主体や料金圏が異なることで生じる割高感を解消するため、乗り継ぎ割

引等を実施すること。なお、将来的には首都圏で一元的な料金システムを早期

に構築すること。 
（４）以上の料金施策の実現にあたっては、道路特定財源を活用し、国策として実

施すること。 
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３ 募集方法と今後の予定 

（１）首都高速道路株式会社は、平成１９年９月２１日（金）から１０月３１日（水）

まで意見募集を行う。 
（２）平成２０年春までに利用者意見等を踏まえた申請案を首都高速道路株式会社

が確定する。 
（３）その案について議会の同意を経て国へ申請。平成２０年秋を目途に距離別料

金へ移行。 
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[参考] 「みなとみらい２１」を起点とした料金比較（普通車） 

区間 距離(㎞) 現行料金 意見募集案 

[神奈川線]  

みなとみらい→山下町  3.5 600 円 450 円 

みなとみらい→横横（狩場） 10.7 600 円 600 円 

みなとみらい→幸浦 18.6 600 円 700 円 

[神奈川・東京線連続利用]  合 計 (神奈川線、東京線)

みなとみらい→空港中央 24.5 *ｱ 900 円 1,050 円(750 円、*ｲ 300 円)

みなとみらい→霞が関 34.9 1,300 円 1,350円(650円、   700円)

     *ｱ 現在、社会実験により 700 円  *ｲ 特定区間により 300 円 
 



● 利用距離は0.1km単位 ● 具体的な起終点の利用距離は当社HP内「料金距離検索」をご参照下さい

意見募集案（円）
利用距離
（km） 東京線

神奈川
線

埼玉線

～ 2.9 400 400 300

3.0 ～ 3.9 450 450 350

4.0 ～ 5.4 500 500 400

5.5 ～ 6.9 550 550 400

7.0 ～ 8.4 600 600 400

8.5 ～ 9.9 650 600 400

10.0 ～11.4 700 600 450

11.5 ～12.9 700 600 500

13.0 ～14.4 700 600 550

14.5 ～15.9 700 600 -

16.0 ～17.4 700 650 -

70070018.9 ～17.5 

1,1001,200～32.5 

1,1001,15032.4 ～31.0 

1,1001,10030.9 ～29.5 

1,0501,05029.4 ～28.0 

1,0001,00027.9 ～26.5 

95095026.4 ～25.0 

90090024.9 ～23.5 

85085023.4 ～22.0 

80080021.9 ～20.5 

75075020.4 ～19.0 

神奈川
線

東京線

意見募集案（円）
利用距離
（km）

神奈川線

神奈川線・東京線

みなとみらい

みなとみらい

みなとみらい

みなとみらい

（湾岸線利用）

みなとみらい

（横羽線利用）

山 下 町

横横 （ 狩場 ）

幸 浦

空港中央

霞が関

3.5km

10.7km

18.6km

20.4km 4.1km

17.4km 17.5km

4５0円

６００円

７００円

７５０円 ３００円

６５０円 ７００円

凡 例

神奈川線

東京線

３

浮島ＪＣＴ

羽田
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       平成 19 年 9 月 20 日 

 

 

距離別料金に関する懇談会からの提言及び意見募集の開始について 

 

 

当社は、平成 20 年度の距離別料金制移行に向け、これまで幅広くご意見を伺いながら検討

を進めてまいりました。その一環として、平成 18 年 10 月には外部有識者からなる「首都高速道

路の料金に関する懇談会（以下、「懇談会」という。）」を設置し、7 回にわたる意見交換の中で助

言を得てきました。 

このたび、これまでの検討を踏まえて当社がまとめた「距離別料金の意見募集案」（以下、「意

見募集案」という。）について、懇談会から提言をいただきました。 

当社はこの提言を真摯に受け止めるとともに、これを機に広く一般の皆様からご意見を募集す

ることとし、よりご理解いただける料金案の作成に生かしてまいりたいと考えます。 

 

1. 懇談会からの提言（概要） 
 意見募集案について、懇談会として議論を行った上で提言をまとめ、会社並びに関係
機関に対して所要の対応を求める。今後、首都圏全体の一体的な考え方による料金体

系を視野に入れて、更に使いやすい首都高となるよう会社と関係機関で引き続き検討す

ることを望む。 

① ETC により初めて距離別料金が可能となるが、ETC 未搭載車へ距離別料金が適用可

能な補完システムの導入を講じるとともに、ETC 及びこれを補完するシステムを利用し

ない車両から上限料金を収受することも検討すべき。 

② 上限料金については 45 年で償還を完了するという民営化の枠組みの中ではやむを

得ないものの、従来長距離を利用していた車両が一般道路に流れ、新たな環境負荷

を引き起こさないよう、当面更に引き下げ、絶えず見直すことが望ましい。 

③ 下限料金については道路容量に問題ない限り更に引き下げるなど工夫することが望ま

しい。 

④ 高速道路ネットワークの有効活用や渋滞緩和に効果的な割引を充実させることが望ま

しい。 

⑤ 料金引き下げによる首都高ネットワークの有効活用がもたらす環境改善や物流効率化

等の社会的効用を鑑み、会社において更に努力・工夫を行うとともに、「公的負担」に

ついて国・地方等と鋭意調整すべき。 

 

2. 意見募集案（概要） 
◆ 償還主義・公正妥当主義という料金決定原則の下、協定・事業許可に記載した「210

（円）+31（円/km）×利用距離（km）」をベースにして意見募集案を作成いたしました。 

◆ 作成にあたっては、大きな制度変更に伴う激変を緩和する観点を取り入れ、料金圏を存
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続し、以下のとおりの料金（普通車）といたしました。（大型車料金は普通車の 2倍） 

  （東京線）  初乗り 400 円 － 最大 1,200 円 

        （神奈川線） 初乗り 400 円 － 最大 1,100 円 

        （埼玉線）  初乗り 300 円 － 最大 550 円  

◆ 現在実施している割引（お得意様割引、環境ロードプライシング割引、障害者割引、特

定料金）は継続する方向で検討します。 

◆ 将来における首都圏の一体的な料金体系をにらみつつ、高速道路ネットワークの有効活

用のため、以下の割引を行います。 

・ 高速自動車国道等との連続利用割引、中央環状線を迂回利用する場合の割引

の新設 

・ より効果的な曜日別時間帯別割引の見直し 

◆ ETC未搭載車については、距離別料金を適用できる補完システムの用意を検討します。 

 

3. 募集方法 
 募集期間 平成 19 年 9 月 21 日（金）～平成 19 年 10 月 31 日（水） 
 募集方法  

① 首都高ホームページ<www.shutoko.jp> （専用サイトから送信） 

② 距離別料金プレス vol.4 （添付はがきにて返送） 

※ 首都高内パーキングエリア、料金所等で 9月下旬より配布予定。 

 
 

【お問い合わせ先】 

首都高速道路株式会社 

距離別料金本部事務局  料金企画グループ  03-3539-9379 

総務・人事部  広報室         03-3539-9257 
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平成 19 年 9月 20 日 

「首都高の料金に関する懇談会」の提言について 

 

 

 

 

 

「首都高の料金に関する懇談会」 

○ 懇談会メンバー（五十音順・敬称略） 

太田 和博 専修大学商学部教授 

清水 哲夫 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻准教授 

杉山 雅洋（座長）  早稲田大学商学学術院教授 

関口 照生 写真家 

立川 薫 （株）JAFメイト社 「JAF Mate」副編集長 

辰巳 菊子 （社）日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 常任理事  

田中 里沙 （株）宣伝会議 「宣伝会議」編集長 

中村 文彦 横浜国立大学大学院工学研究院教授 

 

○ 開催経緯 

第 1回 平成 18年 10 月 18 日（水） 

首都高速道路の歴史、首都高速道路の料金の現状について 

 

第 2回 平成 18年 11 月 13 日（月） 

距離別料金制移行に対する主なご意見について 

 

第 3回 平成 19年 1 月 22 日（月） 

距離別料金制移行に関する整理 

 

第 4回 平成 19年 3 月 20 日（火） 

距離別料金制移行に関する整理 2 

 

検討会 平成 19年 5月 24 日（木） 

 

検討会 平成 19年 9月 6日(木) 

 

第 5 回 平成 19年 9月 11 日（火） 

距離別料金の意見募集案について 

「首都高の料金に関する懇談会」では、首都高が平成 20 年度の移行に向け準備を

行っている距離別料金について、平成 18年 10 月から 7回にわたり詳細な検討を行っ

てきました。このたび、懇談会メンバーの意見をまとめ、「首都高速道路の新しい料

金体系への提言」として取りまとめました。 

資料 1 
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首都高速道路の新しい料金体系への提言 

 

平成 19年 9月 20 日 

首都高の料金に関する懇談会 

 

1 検討の経緯 

（経緯） 

首都高速道路株式会社においては、平成２０年度の距離別料金移行へ向け準備を

行っているが、これまでに距離別料金の基本設計イメージを公表しつつ利用者およ

び地方公共団体から意見を募ってきた。そのような状況の中で、当懇談会が設置さ

れ、利用者および地方公共団体から出された意見を中心に７回にわたる会合で詳細

な検討を行ってきた。 

 

（距離別料金の意義） 

当懇談会においては、まず、首都高の現在の利用状況や首都高でこれまで行われ

てきた社会実験のデータも分析した上で、首都圏全体の有料道路ネットワークの有

効活用を図る視点も踏まえつつ、首都高が均一料金制から距離別料金制に変わるこ

とはどのような意義を有するのか、使いやすい首都高にするためどのような制度設

計が望ましいのかなどについて検討を行った。 

その結果、距離別料金は基本的に①合理的で公平であること、②利用者が道路の

状況に応じて首都高利用か一般道利用かを柔軟に選択しやすくなること、③柔軟な

選択を通じて渋滞緩和が期待できること、④均一料金制と距離別料金制が混在して

いる首都圏の有料道路を将来利用者にとって使いやすいものにするうえでの第一

歩になること、⑤環境改善に大きな効果を発揮すること等、利用者にも社会にもメ

リットがあるとの共通認識を形成した。 

 

（実現可能な制度設計） 

特に、平成１８年３月に締結された協定・事業許可の２１０+３１L（円）(Ｌ：

利用距離)に基づく料金水準は、４５年間で債務を償還するという道路関係公団民

営化の枠組みを踏まえつつ、距離別料金のメリットを最大限発揮するもので、特に

公平性の観点から望ましいものであることを確認した。 

しかしながら、当懇談会では、長年均一料金制を採用していた首都高が距離別料

金制に移行することは利用者の行動に変化を与えることとなるため、距離別料金制

のメリットを大きく損なうことなく、当面激変緩和の観点を取り入れた制度設計を
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行う必要があるという共通の認識に至った。そして、当懇談会は、①長距離利用者

の負担軽減策、②割引料金等の料金施策、③ETC 未搭載車対策等について議論を行

ってきた。 

今回、会社においては、当懇談会の指摘や首都圏全体のネットワークの有効活用

を図る視点等を踏まえて「距離別料金の意見募集案(以下、｢意見募集案｣という。)」

をまとめた。当懇談会は、更に「意見募集案」に関して様々な角度から議論を行い、

本提言をまとめ、会社並びに関係機関に対して所要の対応を求めるものである。 

 

２ 評価と提言 

（ETC の搭載について） 

ETC は、渋滞緩和、環境改善に資するものであり、また ETC により初めて距離

別料金制が可能となるものであるが、距離別料金制への移行時に、首都高を利用す

るすべての車両が ETCを搭載すると想定することは現実的ではない。したがって、

ETC 未搭載車については、ETC の普及促進を図ることはもとより、距離別料金が適

用可能な補完システムの導入などの措置を講じるべきである。この措置を講じるこ

とを前提に、ETC やこれを補完するシステムを利用しない車両から上限料金を収受

することも検討すべきである。 

 

（上限料金について） 

意見募集案は、短距離の使いやすさを確保しつつ、負担増となる長距離利用者の

料金を抑制する工夫が行われているものの、この上限料金の水準が激変緩和として

十分か、環境の改善、地域の活性化等社会的な効用を踏まえた望ましい水準といえ

るものなのか疑問なしとしない。45 年で償還を完了するという民営化の枠組みの

中では、可能な限りの経費節減を前提として、今回提示のあったような料金水準と

なることはやむを得ないところではある。しかし、長距離利用の場合の負担が増え

ることにより、従来長距離を利用していた車両が一般道路に流れ、新たな渋滞や環

境負荷を引き起こす懸念もある。そうしたことを避けるためにも、上限料金につい

ては、当面更に引き下げることを検討するとともに、絶えず見直すことが望ましい。 

 

（下限料金について） 

また、下限料金についても、距離別料金のメリットである「交通の状況に応じた

柔軟な選択」等による一般道路も含めた渋滞の緩和や環境の改善等の効果を最大限

に発揮し、首都高ネットワークの有効活用を図るため、道路容量に問題がない限り
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更に引き下げるなど工夫することが望ましい。 

 

（割引について） 

都心環状線の渋滞を緩和するために中央環状線を利用する場合の割引など利用

路線によって料金差を設けるとしたこと、高速道路ネットワークの有効活用のため

に首都高の他の料金圏や高速自動車国道との連続利用の場合に割引を行うとした

ことについても、当懇談会における議論に沿ったものと考える。更に、これらの割

引の充実と併せて都心環状線等における渋滞を緩和し、首都高の有効活用を図る観

点からの｢利用時間帯による割引｣についても、距離別料金制の下での交通状況を十

分予測・分析した上で充実することが望ましい。 

 

３ 課題 

（公的負担について） 

ユーザーの要望に応え、施設の有効活用を最大限図ることが会社としての大きな

使命である。しかしながら、45 年間で債務を償還することが定められ、また、橋

梁、トンネル等の構造物が中心で交通量が多く、維持コストが高額にならざるを得

ない首都高において、環境の改善、地域の活性化等社会的効用を踏まえた望ましい

料金水準・割引施策を会社のみで実現することには限界がある。また、社会資本整

備審議会道路分科会有料道路部会中間とりまとめにおいては「料金設定が合理的な

政策目的に基づいた高速道路ネットワークの有効活用の方向性を踏まえたもので

あり、かつ、その受益が地域や広く社会全体に及ぶ場合には、公的負担を行うこと

は、受益者負担の原則にも合致し、適当である。」とされているところである。 

料金引き下げによる首都高ネットワークの有効活用が、京都議定書で定める CO2

削減など環境の改善に資すること、物流効率化に資すること等受益が広く社会全体

に及ぶことを踏まえると、同中間とりまとめに提言されている「公的負担」により、

環境の改善、地域の活性化等社会的効用をより大きくする料金水準を目指すことが

適当であると当懇談会は考える。そのために会社において、より一層の努力・工夫

を行うとともに、国や地方公共団体等と鋭意調整を行っていくべきである。 

 

（車種区分の見直しについて） 

車種区分の見直しについても、既に車種区分が細分化されている高速自動車国道

との一体的な考え方による料金体系実現の際の課題の一つであり、距離別料金移行

後に交通状況等の実証データを踏まえて具体的検討を開始すべきである。 
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（首都圏全体の有料道路について） 

今回の首都高の距離別料金制への移行においては、激変緩和の観点を取り入れた

制度設計とする必要があるが、今後絶えず理想的な料金体系を目指し、更に使いや

すい首都高になるよう見直しを行うべきである。特に、首都圏全体の有料道路をよ

り使いやすくする観点についても、今回の距離別料金制への移行にとどまらず、首

都圏全体の一体的な考え方による料金体系も視野に入れて、会社および関係機関に

おいて引き続き検討が進められることを望むものである。 

 

４ 意見募集 

（意見募集について） 

今回の首都高の距離別料金制への移行は、料金体系の抜本的な見直しであって、

利用者の行動に変化を与えるものであるため、当懇談会の提言の内容も含めて、会

社は基本的な方針や具体的な料金設定について、利用者や関係者の意見を幅広く聞

き、より良い制度となるよう真摯な検討を続けるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 19 年 9 月 20 日
首都高速道路株式会社

距離別料金の意見募集案について（要旨）

これまでに寄せられたお客様や有識者からのご意見、有料道路部会「中間取りまと
め」等を踏まえ、「距離別料金の意見募集案」（以下、「意見募集案」という。）を作成し
ました。
この案に対しお寄せいただくご意見を基に、更に具体的な検討を進めてまいります。

これまでの経緯と背景これまでの経緯と背景

首都高速道路の料金については、（独）日本高速道路保有・債務返済機構（以下、「保有機構」と
いう。）との協定及び国土交通大臣の事業許可（いずれも平成18年3月31日付け）において、平成
20年度に距離別料金に移行することになっています。
このため、ＥＴＣの整備とあわせて、距離別料金に移行する準備を進めています。

○膨大な交通量をすばやく
処理することが必要
○出口に料金所のスペース
を確保することが困難

入口で一律の料金をいた
だく「均一料金」を採用

ネットワークの拡大に伴い、
お客様の利用距離の差が拡
大し、一部のお客様から、利
用距離の長短にかかわらず
同じ料金であることが不公平
であるとの声

出口ＥＴＣ機器の整備により、
出口に料金所ブースを設け
ることなく、利用距離の把握
が可能

距離別料金へ移行可能

距離別料金で目指すもの距離別料金で目指すもの

当社は、以下のようなメリットを有する距離別料金で、お客様が使いやすい首都高を目指したい
と考えています。

① 距離別料金は距離に応じた公平で使いやすい料金体系です。
首都高のネットワークの拡大に伴い、利用距離には大きな差が生じています。長距離利用も短距離利用も同じ料金で

あるという不公平を改善します。

② 距離別料金は首都圏全体の有料道路をより効率的に使いやすくする
ための第１歩となります。
将来の三環状道路（圏央道、外環、中央環状）の整備を見据え、一体的で使いやすい料金体系にする必要がありま

す。首都高の距離別料金への移行は、首都圏全体の有料道路をより利用しやすくするための第１歩となります。

③ 距離別料金は首都圏の環境改善のための料金体系です。
利用距離に応じた距離別料金の下では、交通の状況に応じた経路の選択が可能となります。例えば、一般道と首都

高との使い分けがしやすくなり、渋滞を避けることも容易になります。今後の首都高ネットワークの整備とあいまって、首都
高と一般道の渋滞緩和が図られ、環境の改善につながります。

資料 2
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距離別料金検討の前提距離別料金検討の前提

首都高の料金は、償還主義と公正妥当主義の原則に基づき決定されます。料金の設定にあたり、
会社の利潤は含まれません。

公正妥当主義
・ 他の交通機関の料金（運賃）、物価水準等
と比較しても社会的、経済的に認められるも
のであること

償還主義
・ 料金収入により、リース料（建設費・利息）、
会社が道路の管理に要する費用（維持管理
費）を徴収期間（※）内に償うものであること

（※）徴収期間：会社成立の日から45年以内

45年間の
総収入

45年間の
総費用

料金収入
15.9兆円
（H18-62）

リース料
12.7兆円
（H18-62）

管理費
3.2兆円
（H18-62）

意見募集案の考え方意見募集案の考え方

保有機構との協定及び事業許可における「210円＋31円/ｋｍ」を基本としつつ、料金圏内で長距
離を利用する場合の負担を軽減するため、料金圏を存続した上で、各料金圏ごとに上限料金及び
下限料金を設定することを検討しました。

お客様の分布
距離別料金
現行平均料金

※現行平均料金とは，複数料金圏にまたがって利用するお客様の支払額を含むご利用一回あたりの平均支払額。

（上記料金は普通車の場合）

210円

平均料金と利用距離分布中央値の交点
＝現行の平均的なお客様の負担に配慮して求めた距離別料金設定の基準点

現行の利用距離分布の中央値＝約18ｋｍ

Y=210+31L

L=利用距離（km）

770円

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Y=
料
金
（
円
）

20,000

通
行
台
数
（
台
／
日
）

お客様の分布
距離別料金
現行平均料金

※現行平均料金とは，複数料金圏にまたがって利用するお客様の支払額を含むご利用一回あたりの平均支払額。

（上記料金は普通車の場合）

210円

平均料金と利用距離分布中央値の交点
＝現行の平均的なお客様の負担に配慮して求めた距離別料金設定の基準点

現行の利用距離分布の中央値＝約18ｋｍ

Y=210+31L

L=利用距離（km）

770円

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Y=
料
金
（
円
）

20,000

通
行
台
数
（
台
／
日
）

・ 料金圏（東京線・神奈川線・埼玉線）の存続
・ 上限料金・下限料金の設定

距離(km)

料
金
（円
）

長距離利用の負担を軽
減するため、短距離利用
の引下げ幅を抑える

対
距
離
料
金
21
0+
31
L

距
離
別
料
金

３１L

各料金圏の現行料金

各料金圏で
の利用距離
の中央値 距離(km)

料
金
（円
）

長距離利用の負担を軽
減するため、短距離利用
の引下げ幅を抑える

対
距
離
料
金
21
0+
31
L

距
離
別
料
金

３１L

各料金圏の現行料金

各料金圏で
の利用距離
の中央値
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普通車料金（円）

利用距離（km）
400

1,200

3 10 19 32.5

700

400

1,100普通車料金（円）

利用距離（km）利用距離（km）

3 7 16 29.5

600

550
300

普通車料金（円）

利用距離（km）

3 4 10 13

400

東京線

神奈川線

埼玉線

意見募集案意見募集案

償還主義、公正妥当主義という法律上定められた原則の下で、大きな制度変更に伴う激変を緩和
する観点で長距離利用者の負担軽減措置等を取り入れ、以下の意見募集案としました。

東京線 初乗り400円 － 最大1,200円
神奈川線 初乗り400円 － 最大1,100円
埼玉線 初乗り300円 － 最大 550円
（普通車の料金。大型車料金は普通車の２倍）

また、網の目のような首都高ネットワークにおいては、目的地へのルートが複数あることから、ネッ
トワーク効果の発揮及びお客様が分かりやすい料金とするために、どのルートを利用した場合でも
最短距離を走行した場合の料金とすることとします。

1,100
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割引制度案割引制度案

① 現在実施している割引（お得意様割引、環境ロードプライシング割引、障害者割引、特定料
金）については、継続する方向で検討します。

② 将来における首都圏の一体的な料金体系を考慮し、高速道路ネットワークの有効活用、都心
環状線等における渋滞の緩和、環境負荷の低減を図るため、以下の割引制度の新設・見直
しを行います。

○高速自動車国道との連続利用割引、複数料金圏を連続利用した場合の割引の実施
○中央環状線を迂回利用する場合の割引の実施
○曜日別時間帯別割引のより効果的な見直し

ＥＴＣ未搭載車への対応ＥＴＣ未搭載車への対応

出口に料金所のない首都高においては、ＥＴＣシステムにより利用距離を把握することが基本と
なりますが、距離別料金導入時に首都高を利用する全ての車両がＥＴＣを搭載することは現実的
でないと考えます。ＥＴＣ未搭載車については上限料金の適用を避けるため次の対応を考えます。

① ＥＴＣパーソナルカード（注１）発行によるＥＴＣ普及促進を図ります。

② 距離別料金を適用するため、次のような補完システムを用意できるよう検討
します。

1）料金所で停止して、電子マネーで上限額を前払いする
2）無線装置（注２）で入口・出口を把握する
3）前払額と距離別料金との差額を電子マネーで返金する

（注１）ＥＴＣパーソナルカードとは、有料道路の通行料金のお支払いにだけ使えるＥＴＣカードで、クレジットカード
を作らなくても発行されます（デポジット＜保証金＞が必要となります）。

（注２）無線装置とは、ＥＴＣ類似の機器で簡便に装着できるものを想定しています。

※上記②の補完システムを利用する場合には、料金所での一旦停止を要します。ＥＴＣのようなノンストップ通行による
環境改善効果も期待できないことから、ＥＴＣ無線通行を対象とする割引は適用しない方向で検討します。

更に検討すべき料金施策更に検討すべき料金施策

①上限料金を更に引き下げること ② 曜日別時間帯別割引等の割引制度を充実することは、
ネットワークの有効活用、渋滞緩和、環境改善に大いに資する料金施策でありますが、当社のみ
において実施することは限界があり、今後、行政機関を含めて関係者で幅広い議論がなされるこ
とを期待します。
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参 考

東京線の意見募集案（銀座起点・普通車）東京線の意見募集案（銀座起点・普通車）

神奈川線の意見募集案（みなとみらい起点・普通車）神奈川線の意見募集案（みなとみらい起点・普通車）

起点：みなとみらい
横浜公園 1.8km 400円

山下町 3.5km 450円

新山下 4.2km 500円

生麦 6.8km 550円

横浜横須賀道路（狩場）
10.7km 600円

幸浦 18.6km 700円

浮島 20.4km 750円

【参考】
浮島～横浜横須賀道路（並木） 29.5km 1,100円
浮島～杉田 25.5km 950円
浮島～磯子 23.4km 850円

羽田 17.2km 650円

起点：みなとみらい
横浜公園 1.8km 400円

山下町 3.5km 450円

新山下 4.2km 500円

生麦 6.8km 550円

横浜横須賀道路（狩場）
10.7km 600円

幸浦 18.6km 700円

浮島 20.4km 750円

【参考】
浮島～横浜横須賀道路（並木） 29.5km 1,100円
浮島～杉田 25.5km 950円
浮島～磯子 23.4km 850円

羽田 17.2km 650円

起点：銀座

上野 5.0km 500円

芝公園 3.4km 450円

美女木JCT 25.5km 950円

本町 2.8km 400円

京葉道路 15.0km 700円

鹿浜橋 21.5km 800円

安行 28.3km 1,050円

東北道 31.8km 1,150円

台場 5.6km 550円
羽田 14.6km 700円

浦安 16.8km 700円

常磐道 23.7km 900円

中央道 19.7km 750円

東名高速 18.2km 700円

新宿 11.9km 700円

渋谷 9.6km 650円

東関東道 23.2km 850円

錦糸町 7.1km 600円

空港中央 14.4km 700円

浮島 18.5km 700円

起点：銀座

上野 5.0km 500円

芝公園 3.4km 450円

美女木JCT 25.5km 950円

本町 2.8km 400円

京葉道路 15.0km 700円

鹿浜橋 21.5km 800円

安行 28.3km 1,050円

東北道 31.8km 1,150円

台場 5.6km 550円
羽田 14.6km 700円

浦安 16.8km 700円

常磐道 23.7km 900円

中央道 19.7km 750円

東名高速 18.2km 700円

新宿 11.9km 700円

渋谷 9.6km 650円

東関東道 23.2km 850円

錦糸町 7.1km 600円

空港中央 14.4km 700円

浮島 18.5km 700円
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参 考

首都高の利用状況（料金圏について）首都高の利用状況（料金圏について）

同一料金圏のみの利用が全利用の８割超を占め、東京線のみの利用が全利用の約７割を占め
ています。

東京線＋神奈川線＋埼玉線 0.1％
東京線＋埼玉線 1.7％

東京線＋神奈川線 13.6％

神奈川線のみ 14.2％

埼玉線のみ 1.6％

東京線のみ 68.8％

同一料金圏のみの利用 84.6%同一料金圏内の最長距離
東京線 50.3 km
神奈川線 33.0 km
埼玉線 13.8 km

出典：第25回首都高速道路交通起終点調査(平成13年度)

意見募集案に基づく効果発生イメージ意見募集案に基づく効果発生イメージ

距離別料金に移行すると、短い距離でも首都高を気軽にご利用いただけるようになります。また、
一般道と首都高を状況に応じて使い分けることが容易になるなど、道路ネットワークが有効活用さ
れることとなります。

首都高速本線の平均走行速度が約3km/h向上します。
（Ｈ20での均一料金制と距離別料金制の平日昼夜間平均速度差)

二酸化炭素（ＣＯ２）の削減

・京都議定書に基づく道路政策による「CO2
削減アクションプログラム」での高速道路利用
促進による年間削減目標300万tの約3％に
相当

・山手線内側の面積の1.2倍の森林が吸収す
る量に相当 【【首都圏（１都３県）の高速道路･一般道路を対象とした試算値首都圏（１都３県）の高速道路･一般道路を対象とした試算値】】

環
境
改
善
効
果

走行時間短縮便益

時
間
短
縮
効
果

約 8万ｔ/年削減 約200億円/年発生

※ 意見募集のための距離別料金案 によるH20での試算
※ 「CO2削減アクションプログラム」とは，京都議定書目標達成計画（H17.4.28閣議決定） を踏まえ，「地球温暖化防止のための道路政策会
議」（国土交通省所管）が道路政策によるCO2削減目標の達成に向けて策定したもの。
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参 考

距離別料金移行のスケジュール距離別料金移行のスケジュール

主なスケジュールは以下のとおりです。

自
治
体
・国
へ
申
請

意
見
募
集
案
の
発
表

新
料
金
の
広
報

距
離
別
料
金
へ
移
行

ご
意
見
を
踏
ま
え
た
申
請
案
の
確
定

（平成19年9月） （平成20年秋）

※
協
定
・事
業
許
可
に
お
い
て
，
Ｈ
20
年
度
に

距
離
別
料
金
へ
移
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

（平成18年3月）

※ 保有機構と当社との協定及び国土交通大臣からの事業許可（H18年3月31日付）

自
治
体
か
ら
の
ご
意
見

お
客
様
か
ら
の
ご
意
見
募
集

（平成20年春までに）
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